
   

令和 7 年 11 月 6 日 

 

広島県知事選挙における投票用紙の二重交付について 

 

 

11 月 9 日執行の広島県知事選挙における期日前投票所において、投票用紙を

二重に交付する、二重投票が発生しました。 

 

１ 日時及び誤りが発生した投票所 

  11 月 5 日（水）16 時 30 分頃 

期日前三次第 5 投票所 

 

２ 概要 

選挙人 1 名が、11 月 1 日（土）に入場券を持参せず別の期日前投票所で投票を

終えていたが、11 月 5 日（水）に入場券を持参し、期日前三次第 5 投票所で投票を

行わせたものです。 

 

３ 原因 

  本人が入場券を持参していたために、パソコンの画面に表示された「投票済」の

メッセージを確認することなく、投票用紙交付係に投票用紙を交付させたため。 

 

４ 今後の対応 

  投票にかかる事務手順を的確に行うとともに、投票用紙を交付する際の確認を

厳格に行うよう、事務従事者に改めて徹底し、再発防止に努めます。 

 

５ 票の取り扱いについて 

  本件に係る投票は、有効票として取り扱います。 
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